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告 示 

 

兵庫県告示第714号 

 平成28年兵庫県告示第883号（建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定）の一部を次

のように改正する。 

令和４年５月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 第５項第１号中「第85条第５項若しくは第６項」を「第85条第６項若しくは第７項」に改める。 
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